
令和４年度 第２回 福岡県特定歴史公文書利用審査会 

令和４年度 第２回 福岡県自治振興組合特定歴史公文書利用審査会 

 

日時 令和５年３月８日（水） 

     １４：００～  

 

   進行  江﨑副館長 

次 第 

 

 １ 辞令交付 

   ①福岡県特定歴史公文書利用審査会委員辞令 

   ②福岡県自治振興組合特定歴史公文書利用審査会委員辞令 

  

 ２ 開会 

    杉野館長あいさつ 

 

 ３ 委員自己紹介 

    

 ４ 会長選任 

    会長    藤岡委員 

    会長代理  冨山委員 

 

５ 議事 

（１）福岡共同公文書館事業について 

 福岡共同公文書館について（資料 1）の事務局説明 

 福岡共同公文書館 10年の取組（資料 2）の事務局説明 

 

 （２）利用審査会委員について 

    利用審査会委員について（資料 3）の事務局説明 

 

 （３）歴史公文書の利用について 

    歴史公文書の利用について（資料 4）の事務局説明 

 

    井上委員 

利用申請から閲覧までにかかる期間や期間を短縮するための方法に関す



る質問 

 

    冨山委員 

これまで審査請求が出なかった理由に関する質問 

 

    井上委員 

歴史公文書の利用により企画展のテーマを決めているのか、企画展を

行うことで利用が増えているのか、との質問 

 

（４）その他 

    井上委員 

 行政利用が増加している理由についての質問 

 

６ 閉会 

 



福岡共同公文書館

福岡共同公文書館
について
（開館10周年）

福岡県立公文書館・福岡県市町村公文書館

令和５年３月８日 特定歴史公文書利用審査会資料 資料 １



福岡共同公文書館の概要



公文書館の必要性及び設置目的

必要性

設置目的

住民共有の財産として、行政活動を記録する公文書等を保存

行政の適正かつ効率的な運営のための検証を図る

住民への説明責任を果たし、開かれた行政を保障する

健全な民主主義を支える住民共通の知的資源として、

歴史的価値を有する公文書等を継続的に後世へ伝える

公文書等を体系的に保存し、住民の利用に供する

行政運営に資するための調査研究活動を行う
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福岡共同公文書館の組織概要

福岡共同公文書館

福岡県
自治振興組合

福岡県立公文書館 福岡県市町村公文書館

協定 市町村

市町村
振興協会

一部事務組合

出
先
機
関

内
部
組
織

特定歴史公文書利用審査会

歴史公文書評価選別会議

審査請求等の審査

委員３名は兼務

県と組合 各々設置

評価選別に対する
客観性・公平性の確保

複数の有識者から選定

諮問
答申

専門的
知見

館長

副館長

総務企画班 文書班

・受入業務
・整理・保存業務

・利用業務
・普及啓発業務

・施設管理・庶務業務

正規職員 会計年度任用職員

県職員３名

市町村職員３名

県任用４名

組合任用５名

併任

運営会議
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福岡県情報公開審議会から
「文書館」設置検討の提言

福岡共同公文書館設置の経緯

「本格的な県立公文書館の設置を要望する会」
から知事に、公文書館設置に関する要望書提出

「福岡県共同公文書館基本構想検討委員会」を設置
「福岡県共同公文書館基本構想」を知事に答申

県と市町村の代表者で構成する
「共同公文書館基本計画策定委員会」を設置

昭和60年

平成18年

平成17年

平成19年
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福岡共同公文書館設置の経緯

施設規模、管理運営体制、経費負担等諸課題を検討
「福岡県共同公文書館基本計画」を策定

福岡県と県内１６市町村から構成する
共同公文書館ワーキングチームを設置

建築工事に着工

施設竣功

４月 県・市町村から歴史公文書受入開始
１１月 「開館」一般住民による利用開始

平成20年

平成22年

平成24年

平成21年

平成23年
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基本構想及び基本計画

保存

利用普及 調査研究

福岡共同公文書館の機能 “共同”の意義と効果

意義

効果

・市町村合併による歴史公文書散逸防止

・単独設置による財政的負担の軽減

・県下全自治体の公文書の一元的管理

・体系的、効率的な保存が可能

・各自治体の活動の比較検証が可能

・地域文化の向上

・住民参加の自治意識を醸成
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基本構想及び基本計画

保存

用地費

経費負担 管理運営体制

3

2

1

1

運営費

建設費

市町村

県

区分所有割合

県有地無償貸与

福岡県
自治振興組合

共同で
管理運営

職員は併任
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福岡共同公文書館の立地

大牟田市

北九州市

久留米市

飯塚市

福岡市

筑紫野市

建設予定地の条件

交通アクセス

・交通の利便性がよいこと

・将来の増築に耐えうる敷地面積があること

・文書保存に適した環境であること

鹿児島本線「二日市駅」から約１ｋｍ

天神大牟田線「紫駅」から約１.４ｋｍ

九州自動車道筑紫野インターから約１.７ｋｍ

JR

西鉄

車
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福岡共同公文書館の構造
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福岡共同公文書館施設概要

構造

鉄筋コンクリート造
地上３階（一部４階）建て

面積

敷地面積

延床面積

６,１２９

５,４２１

㎡

㎡
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福岡共同公文書館施設概要

文書保存庫

７

収蔵能力：約

室

80万冊

温度管理：

湿度管理：

22～25度
％55

その他

展示室

閲覧室

研修室

会議室

90名

16名

10/24



福岡共同公文書館総工費

２,３２６

９９
３９０

１,８３７
工事費

百万円

百万円

設計費

その他

百万円

百万円・地質調査
・基本設計

・実施設計

・書架購入
・システム設計

・建物
・電気設備

・機械設備
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福岡県内の公文書館
北九州市立文書館

太宰府市公文書館

九州大学大学文書館

福岡市総合図書館
平成２６年４月１日開設

平成元年１１月１日開設
平成１７年４月発足

平成８年６月２９日開設
※図書館内に公文書館機能を併設

※内閣総理大臣が指定する

「国立公文書館等」の１つ
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歴史公文書の保存



公文書のライフサイクル

行

政

住

民

現用文書

起

案

決

裁

完

結

保

管

保

存

保
存
期
間
満
了

利
活
用

非現用文書

選

別

歴史公文書

廃棄
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歴史公文書の選別から配架まで

一次
選別

二次
選別

搬入 登録 配架

燻蒸
くんじょう

14/24



評価選別基準

行政の推移、内容、仕組み等が明らかになるもの

住民生活、社会情勢を反映しているもの

昭和３０年以前に作成または取得されたもの

（０１）例規（条例等の制定、改廃）
（０２）組織・制度の新設、改廃
（０３）人事制度の新設、改廃
（０４）行政区画・地方制度（合併関係）
（０５）議会、行政委員会
（０６）審議会、審査会
（０７）重要な施策・事務事業
（０８）予算・決算、出納
（０９）公有財産の取得・処分
（１０）許可・認可等行政処分

（１１）争訟（行政訴訟、不服審査）
（１２）調査・統計、研究
（１３）監査・検査
（１４）叙位・叙勲、褒章、表彰
（１５）選挙
（１６）住民の請願・陳情・要望
（１７）行事・儀式、事件・災害
（１８）文化財・史跡・天然記念物
（１９）自治体と密接な法人・団体
（２０）その他重要な文書

具体例
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所蔵資料の状況

１３８,８４１

９５,０１２４３,８２９

令和４年３月３１日現在

歴史公文書行政資料

市町村

県

その他

72,890
54,091
11,860

冊

冊

冊
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所蔵資料の紹介

主基斎田事蹟

陸軍病床日誌

軌道許認可

昭和３年、昭和天皇即位行事の１つとして
福岡県で行われた主基斎田事業に関する資料群

太平洋戦争終戦にかけて、旧小倉陸軍病院に
入院した傷痍軍人のカルテの綴り

私鉄各社が、鉄道省・内務省（現在は国土交通省が所管）
に提出した申請書類等の綴り
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歴史公文書の利用



歴史公文書の公開状態と閲覧手続

要審査 公開 一部公開

利用請求 簡易閲覧

利用制限情報
記載の有無の審査済

審査未済

制限なし 制限（黒塗り）あり

当日閲覧可当日閲覧不可
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審査 黒塗り

スキャン 閲覧

利用請求から閲覧まで
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企画
立案

実行
結果
評価

企画
立案

実行
結果
評価

公文書館

保存

利用

文書記録
の
蓄積

行政運営
の

効率化

行政による公文書館の活用
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行政利用の制度

申込

移管元による文書の閲覧

過去の事務事績 や議事録 の確認

館内で閲覧

持ち帰り（30日以内）

or

行政利用申込書

審査不要 で即日閲覧 可能

？？？

閲覧
借覧
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公文書館の普及啓発



普及啓発活動
館内展示 講演会

館外展示 職場体験・インターンシップ
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デジタル化する社会への対応
ホームページ デジタルアーカイブ

SNS

マスコットキャラクター

「しょこら」
開館当初（平成２４年）より運用 平成３０年より運用

一部所蔵資料について公開
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さいごに



福岡共同公文書館

みんなの共有財産、歴史公文書

県と市町村の、情報資源が
一堂に会する場所

行政と住民が、より良い未来を
ともにつくるための公文書館
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資料３ 

利用審査会委員について 

 

福岡県特定歴史公文書利用審査会 

 

１）設置根拠 

福岡県立公文書館条例第 17条に基づく諮問機関 

２）所掌事務 

・利用決定等又は利用請求に係る不作為について審査請求があったときに、知事か

らの諮問に応じて答申すること 

・苦情の申出について、知事から意見を求められた場合に意見を述べること 

・特定歴史公文書の利用に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて答申し、

及び建議すること 

３）委員の定数及び任期（福岡県立公文書館条例施行規則第 14条、第 15条） 

  定数３ 

任期２年（再任可） 

 

福岡県自治振興組合歴史公文書利用審査会 

 

１）設置根拠 

福岡県市町村公文書館条例第 19条 

２）所掌事務 

・利用決定等又は利用請求に係る不作為について審査請求があったときに、管理者

からの諮問に応じて答申すること 

・苦情の申出について、管理者から意見を求められた場合に意見を述べること 

・特定歴史公文書の利用に関する重要な事項について、管理者の諮問に応じて答申

し、及び建議すること 

３）委員の定数及び任期（福岡県市町村公文書館条例施行規則第 14条、第 15条） 

  定数３ 

任期２年（再任可） 

 



資料４ 

歴史公文書の利用について 

 

１ 利用請求状況（一般利用） 

単位：冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）令和 4年度（１月現在） 

     県文書 302冊  市町村文書 160冊 

 

２ 当面の課題 

当館においては、移管・登録が完了した文書は、文書の完結年度に関わらず、速やかに目

録を公開し、一般の利用に供しているため、個人情報等の利用制限情報のマスキング作業に

多くの時間を要している。 

今後、利用が増加することも考えられるため、作業の効率化が求められている。 

 

【作業に時間がかかる要因】 

①経過年数が 30年未満の文書についても利用制限情報を除いて利用可としているため、

マスキング作業の発生割合が多くなること 

②利用制限情報がない場合も、文書の状態が悪ければ、複製を作成する必要があること 

③１回当たりの利用請求冊数の制限を設けていないこと 

④簿冊単位での利用となるため、利用者が知りたい情報が簿冊の一部分であったとしても

簿冊全部を審査・マスキングする必要があること 

 

 

新規申請 簡易申請 計 新規申請 簡易申請 計

H24 0 0 0 66 0 66

H25 67 55 122 73 0 73

H26 30 2 32 21 2 23

H27 177 15 192 38 7 45

H28 168 34 202 161 126 287

H29 169 183 352 146 152 298

H30 182 338 520 155 73 228

R1 186 491 677 150 148 298

R2 182 191 373 98 47 145

R3 140 114 254 119 87 206

計 1,301 1,423 2,724 1,027 642 1,669

県 市町村
年度


